
要回覧

み春野自治会員の皆様へ

今月は以下が回覧されています。

会員の皆様には自治会から発信されている文書には必ず一度目を通して頂くようお願いします。

ご家族全員で情報共有頂きますようお願いします。

回　覧 発　信　番　号 部　数

○ み自発第２５－４６号 み春野自治会たより第０７号 回覧部数分

○ み自発第２５－４７号 会計月次報告（令和７年１０月度） 回覧部数分

○ み自発第２５－５０号 会計月次報告（令和７年９月度）（訂正版） 回覧部数分

○ み自発第２５－４８号 令和７年度/下期清掃キャンペーンのご案内 回覧部数分

○ 令和７年度/下期清掃キャンペーン分担表 回覧部数分

○ み自発第２５－４９号 令和７年度/下期清掃キャンペーン実施要領 班長/副班長分

　→掃除キャンペーン実施完了後、内容記載のうえ担当役員にご提出

○ み自発第２５－５１号 【協賛告知】賛助会員（地域外・法人）の入会について 回覧部数分

○ 第３回み春野道産子の会開催のお知らせ 回覧部数分

○ 学校だより　No.７（こてはし台小学校） 回覧部数分

○ 学校だより　ゆずりは　第７号（こてはし台中学校） 回覧部数分

○ 株式会社 花山　年末直売りのお知らせ 全戸配布

○ 暮らしの情報　いずみ　2025年11月号 vol.272 回覧部数分

令和７年度　第７回班長会議　回覧・配布資料一覧

令和７年　１１月１６日

み春野自治会

文　書　タ　イ　ト　ル



                        

み春野自治会会員各位                        み自発第２５－４８ 号

  

令和７年 11 月 16 日 

 み 春 野 自 治 会 

                               環境衛生 

 

令和７年度下期清掃キャンペーンのご案内 

 

み春野自治会の皆様におかれましては、変わらずご壮健のことと存じます 

今年度も「自治会活動予定」に基づき下記要領のとおり、み春野住宅地内及び公園の清掃を 

行いたくご案内申し上げます。何かとお忙しいとは存じますが、万障お繰り合わせのうえご参

加ください。 

☆当日の都合折り合わず参加出来ない方は、事前事後の日程での自主清掃をお願いします。 

 

記 

１.日時  ：令和７年 12月 7日(日) １０:００～１１:００（下記公園に集合） 

             悪天候の場合は中止とします。（延期はありません） 

天候状況により実施判断が微妙な場合には当日午前９時３０分までに自治会 

一斉メールおよび防災行政無線にてご案内、加えて３公園（み春野・すずかぜ・

もみじ）並びに各公園に役員にて実施有無を伝達します。 

 

２.集合場所：班長・副班長は別紙分担図の担当公園に集合願います 

その他会員の方は班長・副班長からビニール袋を入手の上、担当エリアの清掃を

お願いします。（別紙清掃キャンペーン分担図（下期）地図をご参照下さい） 

・み春野公園  ・すずかぜ公園  ・もみじ公園 

 

３.持ち物 ：軍手（必須） 

熊手、ちりとり、ほうき、雑草除去用のかま等、他に必要と思われるもの 

   ※ ごみ集め用ビニール袋は、班長さん経由で大小２枚（可燃・不燃）をお渡しします。 

 

４.清掃場所：班毎に区域を分けています。別紙地図をご参照下さい。 

・ 歩道上に小さな雑草が目立ってきています。出来るだけ除去してください。 

・ 自治会設置の交通安全看板の汚れは水洗いし、看板やのぼりの破損があれば 

班長さんまで報告をお願いします。 

 

５.清掃終了後：ごみの入ったビニール袋は清掃終了後に集合公園に持ってきていただき、 

班長さん等とご協力して「可燃ごみ・不燃ごみ・びん缶・粗大ごみ」に分別し、

千葉市指定のごみ袋に入れ替えてください。 

・分別したごみ袋は公園所定場所にまとめて置いてください（各人持ち帰り不要）。 

・後日（１～２日後に）千葉市にて回収してもらいます。 

以  上 

要回覧 



３００ｍ

Ｒ７年度下期清掃キャンペーン分担表
１２月７日（日）１０：００～１１：００
（雨天の場合は、中止）

20・21

22班

１0・11班

３６・３８班

み春野モニュメント周辺

★集会所は１９班

各班の集合場所
み春野公園

９・１１・１２・１３・１４・１５・１９・２０
２１・２２・２３・２４・２５・２７・３１班

すずかぜ公園
１・２・３・４・５・６・７・８・１０

１６・１７・１８班

もみじ公園
２６・２８・２９・３０・３２・３３
３４・３５・３６・３７・３８班

もみじ公園

み春野公園

すずかぜ公園

6
・
8
班

5
・
7
班

1・2班
16班

1
7
・
1
8
・
班



み春野自治会
班長・副班長各位 み自発第 25－49号

み春野自治会
環境衛生部

日頃から自治会活動へのご協力ありがとうございます。今年度の清掃キャンペーンは各班ごとに

清掃活動を明確化して班長さん副班長さんが運営主体となって各清掃区域の清掃をお願いします。

当日は以下の要領で清掃活動を行い、終了後に担当役員あてに実施報告をお願いいたします。

１． ９時５０分ころまでに各班指定の集合公園にご参集ください。

世帯数分のビニール袋（大・小）と班名記載のプラカードを担当役員から受け取ってください。

プラカードは参加班員さんがすぐに気づくように掲示していてください。

２． 集合場所にて参加班員さんに、ビニール袋の大（可燃ごみ用）と小（不燃ごみ用）を各１枚宛お渡し

するとともに「清掃区域」をお知らせください。

※遊歩道に隣接する世帯の方には「清掃区域に拘わらず隣接遊歩道を優先」することを伝えて下さい。

３． 参加班員さんが多くまた拾い集めたごみが多くてビニール袋が足りない場合には、担当役員に申し

出いただき追加分を受け取ってください。

４． １０時５０分くらいになりましたら、班長さん・副班長さんにて清掃状況を点検いただいたうえで、班員

の皆さんに終了宣言をし、ごみの入ったビニール袋を持って「集合公園に一旦お集まり」いただくよう

に伝えてください。

５． 集合公園では班長さん・副班長さんが班員の皆さんと協力してごみの分別入れ換えを行ってください。

※「可燃ごみ｣｢不燃ごみ｣｢びん缶｣｢粗大ごみ」の千葉市指定ごみ袋は自治会にて用意しています。

分別したごみ袋は各公園の所定場所にまとめて置きます。【後日千葉市にて回収してもらいます】

６． 各公園を清掃区域としている班長さん・副班長さんは、設置されている遊具やベンチ等に不具合が

ないか等についても点検ください。

７． 「清掃キャンペーン実施報告書（下表）」は清掃終了後に内容記載のうえ担当役員にご提出ください。

８． 不法投棄物があった場合には、班長さん・副班長さんが「不法投棄ごみ回収依頼書」を作成し、

花見川区環境事務所宛てご連絡をお願いします。

約

2025年11月16日

令和７年度下期清掃キャンペーン実施要領

清掃キャンペーン実施報告

2025年　12月　7日

班No 班長・副班長

主な実施内容

特に気になった
ゴミや施設等の

状況
（放置ゴミや劣化・破損
した看板やのぼり、設置
遊具・ベンチ等）

参加人数 人 　←　必ずご記入ください

担当清掃区域
（裏面参照）



要回覧 

み自発第２５－５１号 

令和７年１１月１６日 

み春野自治会会員各位 

み春野自治会 

 

 

 

【協賛告知】賛助会員（地域外・法人）の入会について 

 

令和７年４月開催の第 25 回通常総会において、自治会の事業活動に賛同す

る法人や個人事業主との連携を推進し、当会の持続的な運営を図るため、賛助

会員制度の導入が可決されました。 

このたび、宇那谷流通団地内に日本酒の貯蔵庫（翌桧蔵）を構え、卸売専業

で日本酒販売を営まれる株式会社花山（東京都台東区）代表 大澤千金様より

ご賛同をいただき、賛助会員としてご入会いただきました。ここに会員の皆様

へご報告申し上げます。 

ご納入いただいた会費は、自治会の地域活動に活用させていただきます。  

また、同社が取り扱う地方銘酒は「み春野ふるさと夏祭り」福引き抽選会の  

賞品として選定しております。 

さらに、年末に開催予定の販売会についてご案内をいただいております。  

地域支援型広告（※）として、11月の回覧にあわせてチラシを配布いたします

ので、ご関心のある方はぜひご覧ください。 

 

  地域活動においてご協賛・ご協力をいただいているみ春野住宅地内及び近隣

地域の個人や事業者の皆様宛てには、今後とも賛助会員制度のご案内を広げて 

いきたいと考えていますので、会員皆様におかれましてもご協力をよろしく 

お願いいたします。 

 
※「地域支援型広告とは」 

地域支援型広告は、み春野自治会の活動を支援してくださる賛助会員の皆様の協力を、地域住民へ紹介・

告知する仕組みです。単なる広告ではなく、「地域貢献の見える化」を通じて、住民の安心感や信頼につな

がる温かみのある広報手法です。 

◆ 制度の目的と意義 

• 地域への感謝と周知 

 賛助会員の皆様による地域活動への支援に感謝し、その思いを住民と共有します。 

• 地域とのつながりづくり 

 事業者と住民の距離を縮め、顔の見える関係性を築くきっかけとなります。 

• 信頼性の向上 

 「地域に貢献する事業者」としての認知が広がり、企業・店舗のイメージアップにつながります 

◆ 広告制度の背景と趣旨 

自治会規約により、営利目的を主眼とした入会はご遠慮いただいておりますが、地域特性を踏まえ、地

域貢献や共感形成を目的とする賛助会員による事業活動を支援するため、「地域支援型広告」に関する協力

条項を規約に定めています。これにより、住民との接点や信頼関係の構築を促進することを目指していま

す。 
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